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 ICTM プロジェクトに関する 5 つの重要な論点について論議した： 

1. ICD-11 第 23 章の完成 

2. 拡大版 ICTM の作成 

3. ICTM 用語集の作成 

4. ICTM 処置法モジュール 

5. ICTM の拡張－TM モジュール 

 

 論点 1 については、次のように合意した：全ステークホルダーによる作業支援
のもと、ICD-11 第 23 章を完成させる。日本は、追加の財政貢献を示唆しなかっ
た。WHO が詳細な作業計画を提出し、残っている作業タスク、資金調達の要件、
および 2015年までに完成させるためのスケジュールとそれ以降のメンテナンス
が示された。  

 論点 1～4 について、達成可能な成果とスケジュールを概説したロードマップが
ステークホルダーに提供された。選択肢 2～4 については、現行の全ステークホ
ルダーが一致して支持したものはなかった。しかし、個々のステークホルダー
が論点 2～4 を二者間で指示する可能性はある。それぞれの有権者との協議を経
て、ステークホルダーは 2013 年 9 月 1 日までに最終決定を WHO に通知するこ
とになっている。  

 ICTM の拡張－専用ガイドラインと現地評価による TM モジュールの追加－に関
する提案を評価する必要性について合意した。 
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1.はじめに  
 
WHO 保健制度および医療改革（Health Systems and Innovation: HIS）担当事務局長補佐（Assistant 
Director General: ADG）Marie-Paul Kieny 氏が、この会議を開会した。WHO の TM への関わり
と伝統医学（Traditional Medicine: TM）10 年間グローバル戦略が紹介された。ADG は、この
プロセスをサポートするために、国民皆保険における TM の重要性および規制と分類の必要
性を強調した。 
 
ICTM プロジェクトに対するステークホルダーの財政面のみならず、知識や人材面での多大な
貢献について、WHO からの感謝を表明した。作業継続中の重要な 5 つの分野が以下のとおり
紹介された：（1） ICD 改訂プロセスへの第 23 章の組み入れ、（2）各国内での使用に関す
る詳細な分類の作成、（3）処置法に関する標準用語集の作成、（4）処置法の分類、および
（5）他の TM モジュールを含めるための適用範囲の拡大。本会議の主要目的は、上記 5 分野
の作業に対する（a）戦略の方向性および（b）資金調達について議論することであると紹介
された。 
 
ICD プロジェクト全体へは、WHO のコア予算、寄付、プロジェクト充当金から 180 万米ドル
の資金が提供されているとの説明があった。ICTM プロジェクトはこの資金提供の対象外であ
ることが強調された。優先度、サポートおよび将来の方向性を中心に、本会議の全体的な性
質が強調された。  
 
最後に、ADG は ICTM プロジェクトの達成点について見解を述べた。TM の章の ICD-11 への
組み入れ、第 23 章の作成における技術的達成点、および該当国グループの協力が言及され
た。次に、国際的なレビュープロセスと実地試験の重要性、ICD への組み入れを支持する強
力な論拠の確立および資金提供の継続が強調された。最後に、ADG は出席者に対し、この重
要プロジェクトに共同して取り組むことにより得られる大きな利点を指摘した。 
 

2.目的  
 

WHO は、本会議の目的を次のとおり概説した： 

 進捗のレビューおよび課題の確認 
 現在の財政状態の提示 
 ICTM プロジェクトの将来の方向性に関する 5 つの重要論点（Document A004/2013 および

Document A005/2013）に対するコンセンサスの模索 
 

1. ICD-11 第 23 章の完成 
2. 拡大版 ICTM の作成 
3. ICTM 用語集の作成 
4. ICTM 処置法モジュール 
5. ICTM の拡張－TM モジュール 
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3. ICTMプロジェクトに関する重要な論点 
 

論点 1：ICD-11 第 23 章の完成 

 

WHO は、第 23 章の作成および将来の方向性と成果物に対する進捗についてプレゼンテーシ
ョンを行った。第 23章の現在の構造がレビューされ、ICD-11 β 版への組み入れが達成された
ことが強調された。  
 
将来の方向性と未達成のタスクに関して、多国間共同レビューと実地試験の必要性が概説さ
れた。ピアレビューの受け入れを可能にするプロトコールの電子化、優秀なレビュワーの特
定および組み入れ基準、多くの国と言語での国際的なパイロット試験、メイン試験の実施な
ど、本プロセスのこの側面に関わる諸ステップの詳細をレビューした。ユーザーガイドと索
引の作成予定および多言語版の必要性が提起された。また、ICD-11 への提供と国レベルでの
使いやすさをサポートするための第 23 章における用語の標準化の必要性も議論した。第 23
章の草案作成、技術に関する編集、翻訳および印刷と WHO の 6 公式言語での技術文書作成
を含めて、WHO 総会への第 23 章の提出の主要目的とそのメンテナンスやアップデートにつ
いて提案がなされた。 
 
第 23 章完成の包括的目標については、次の点が強調された：第 23 章は TM をメインストリ
ーム医学分類基準に組み入れを実現するためのステップであり、また、TM に関する貴重な
国際的健康統計の電子化および収集を初めて可能にするものである。誰もがどこでも医療を
受けられるするための WHO の目的の拡大に合わせて、本章も、TM の皆保険および診療報酬
制度への統合拡大を促進するものとなる。さらに、第 23 章は、TM 使用の質、安全性および
有効性の評価に必要な研究、知識、および情報の統合を可能にする。これらのプロセスの確
立は、第 23 章で基礎が提供された TM データのデジタル化如何にかかっている。これらの成
果物書類の提出は 2015 年まで延びると思われるが、場合によっては 2016～18 年まで延びる
可能性もある。  
 
本プロジェクトに対する現行の資金調達は 2013 年末に終了する。現在までの達成点を確保
するには第 23 章を ICD-11 β バージョンに組み入れることが重要なことから、WHO は、現行
ステークホルダーからの本プロジェクトへの資金提供期間延長を提案した。 
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ステークホルダーからのフィードバック： 

 
オーストラリア 
 第 23 章の完成を中心的な優先事項とするよう重ねて強調するとともに、ICD-11 全体

を考慮すると諸コンセプトの定義に対する明確な戦略が必要であることを表明した。 
 第 23 章に重点を置きながらも、拡大版 ICD-11 の全該当部分も含めて、伝統医学内で

ICD-11 の適用可能性を検証する必要性を強調した。第 23 章をどのように ICD-11 に統
合させるかについて、さらに理解を深めることの必要性を強調した。 

中国 
 第 23 章の完成を中心的な優先事項とするよう強調した。 
 完全な索引付けと規則を必要とするフィールド試験の必要性を重ねて強調した。 
 国際レビュワーの選出基準、特に資格の評価の重要性について論じた。 
 第 23 章に対する高品質の国際的ピアレビューの重要性を表明した。 
 時機を逸せずにこのフェーズを完了するため、明確な目的、作業計画とタイムテーブ

ルが必要であることを強調した。 
日本 
 第 23 章の完成を中心的な優先事項とするよう重ねて強調した。 
 第 23 章を国際的レビューにかけることを支持した。 
 他の当事者からの資金提供により第 23 章のメンテナンスとアップデートを行うべき

であること、および、これらの側面は第 23 章作成の一部ではないことについて懸念
を表明した。日本は、本件は WHO FIC がより多くの責任を持つべきであり、内容に関
しては、改訂について TAG に依拠するべきではないと主張した。 

韓国 
 第 23 章の完成を中心的な優先事項とするよう重ねて強調した。 
 耳鳴の例を用いて、伝統医学と西洋医学における医学用語の関連性を明確化する必要

性を強調した。組み入れと除外が明確な定義の必要性。 
 特にピアレビューと実地試験の時間が限られていることを強調した。 
 第 23 章に対する高品質の国際的ピアレビューの重要性を力説した。 

 
WHO の回答： 
 
1. 各出席者のフードバックと第 23 章完成の必要性を支持する声明に感謝した。 
2. 第 23 章組み入れの信頼性および科学的証拠を立証するため、WHO 全地域からの加盟国

が参加した国際的レビューおよびフィールド試験が必要であることを強調した。実地試
験により、2015 年 WHA で第 23 章に対する支持を得るために不可欠である品質および安
全性を得る目的での、分類の利用度および実用性に関するデータを得る予定である。 

3. ユーザーガイドと索引完成の必要性、および本活動をサポートするための資金の必要性
を重ねて強調した。 

4. 第 23 章の実施試験およびレビューを完遂するための全体的な資金が 2014 年 1 月から必
要となる。 

5. 第 23 章が ICD-11 より前に完成した場合は、TM の諸概念を高いレベルで示している ICTM
バージョンとして公表できることを確認した。  
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論点 2：拡大版 ICTM の作成 

 
WHO は、ステークホルダーの議論のため、以下の重要論点を提起した：第 23 章は国際的に
適用するために作成されてきているため、専門診療、各国での使用、特殊性および科学的な
正確性のためには拡大版 ICTM が必要である。  
 
第 23 章の基礎として機能し、第 23 章から除外されている多くの項目を収容するためには、
拡大版 ICTM が独立した分類として確立され、ICD-11 に準拠して各国に特化した変更や専門
領域での変更が可能となる必要がある。さらに、iCAT-TM には、国単位の分類から作成され
た多岐にわたる細かな TM 概念とテキストによるそれらの定義があらかじめ入力されてい
る。このことから、本節の作成を継続する有力な 2 つの理由が明らかになる。1 つ目は、既
に成し遂げられた作業を活用するため、そして 2 つ目は、ICD と ICTM の各国レベルでの修正
を促進するためである。  
 
ICTM プロジェクトのこの側面を完成させるために現在必要な活動は、拡大版 ICTM の内容と
iCAT-TMの構造を完全にデータ登録することである。これとは別に、主要な機能を有する ICTM
ブラウザの作成および国単位のリニアライズ版の作成も鍵である。第 23 章と同様に、レビ
ュープロセスも ICD プロセスへの統合に不可欠である。 
 
拡大版 ICTM の作成には既に大規模な作業が行われてきたが、WHO は、ステークホルダーに
よる作業の継続、サポートおよび資金提供を提案した。  
 
ステークホルダーからのフィードバック： 

 
オーストラリア 
 オーストラリアは拡大版 ICTM の作成を支持したが、現在、資金を提供することはで

きない。 
 
中国 
 拡大版 ICTM の作成に関する時間的制約、予算、技術上の作成可能性の概略が必要で

あると表明した。 
 中国は、拡大版 ICTM 作成の全般的な利益については支持するが、今後の資金提供の

規定に関しては未決定である。 
 
日本 
 本プロジェクトの開始時点で表明したように、拡大版 ICTM 作成への支持は表明した

が、この段階で資金提供は約束できなかった。 
 
韓国 
 拡大版 ICTM 作成の利益は認めたが、今後の資金提供の規定に関しては未決定である。 
 
米国  
 米国は、拡大版 ICTM の作成を支持した。  
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論点 3：ICTM 用語集の作成 

 

WHO は、用語集の作成計画を説明するプレゼンテーションを行い、中国、韓国および日本
の漢方の体系的命名法を 1 つの伝統医学体系的命名法（Systemized Nomenclature of Traditional 
Medicine: SNO TM）を統一する共同の取り組みの可能性を強調した。ICD 改訂プロセスにおけ
る第 23 章の組み入れの妥当性を検証し、西洋医学の章とともに記載するためには、用語集
作成が非常に重要であることが述べられた。加えて、TM の情報を電子カルテや情報システ
ムに組み込む際に、用語集は技術的な基盤となる。  

用語集作成の主要な要素については、以下のとおり概説された： 

1. 各国レベルおよび各地域レベルでの TM 用語の特定。 

2. 用語集（合意した適用範囲により 12,000～200,000 語）のデジタル・オントロジー作
成。 

3. WHO 統一資源識別子（Unique Resource Identifiers: URI）の意味的関係および割り付け
の作成。 

4. 用語標準化のため、各国、各地域の多くの団体との合意形成。 

 

これらの要素の作成をサポートするためには、ICD 第 23 章用の多言語による用語集規準セッ
トの作成、ICTM 用語集用の共通ソフトウェア・プラットフォームの作成およびレビュープロ
セスの検討が重要な活動となる。さらに、合意された場合は、拡大版 ICTM 用の多言語によ
る用語集規準セットの作成により、ICTM の ICD およびその各国版への統合が促進される。 

本作業を実行する主要な利点が提示されたが、その内容は、ICTM と西洋医学でそれに相当す
る SNOMED-CT の併置、TM のバランスをより公平なものにし、ICD への組み入れのさらなる
根拠とすることであった。用語集の策定により、TM 情報の電子化およびデジタル化を達成
することが可能になり、WHO の国際規格設置指示の達成を支援することができる。しかし、
関連する作業は多岐にわたり、各国の分類への関連付けを作成するのも複雑かつ広範である。
各国レベルの作業で、語彙やオントロジーの管理ではなく、翻訳や 1 字 1 語法（lexigraphy）
に重点を置くことで、本オントロジー・アプローチの必要性がさらに大きくなる。 

ICTM 用語集作成のメリットに関する疑問について、これらの要素を提示する中で、WHO は
以下の疑問を提起した：各ステークホルダーは、自国の用語に関する知識を共有すること望
んでいるか？また、用語集に対する作業を単独または共同で行う考えがあるか？加えて、各
ステークホルダーは、本作業を促進させるためのさらなる資金供給にメリットを認めている
か？ 

 



スイス、ジュネーブ 
2013 年 6 月 24～25 日 会議報告書草案 ICTM ステークホルダー会議  

 

 

Page | 8  

資料 2 

ステークホルダーからのフィードバック： 

 
オーストラリア 
 オーストラリアは、分類プロセスの必要かつ不可欠な側面として ICTM 用語集の作成

を支持したが、この段階では資金提供を約束することができなかった。 
 
中国 
 本プロジェクト用の完全な用語集作成の実行可能性について懸念を表明した。 
 意味の完全な関連付けは必要なく、当面のニーズを満たす限定的な試験版の用語集作

成を提案した。 
 
日本 
 一般的な用語集は本プロジェクト当初から計画の一部であり、その作成は必要不可欠

な成果物とすべきであると強調した。 
 
韓国 
 用語集作成への資金提供の継続については、未決定である。 
 
米国 
 重要な作業は既に完了しており、これは ICTM における他のすべての側面の継続をサ

ポートするための再開されるべき長期的プロセスであることを強調した。 
 ステークホルダーの目的に関して、全体の意図を明確にすることの必要性を力説し、

このプロセスが不可欠であることを表明した。 
 
WHO の回答： 
 
1. 第 23 章の概念の索引作成と意味が完全に関連付けされた用語集の作成との違いを強調

し、これら 2 つのルートの潜在的利益を考慮する必要があることを示した。 
2. ICD における第 23 章の信頼性を与えるためには TM 用語集作成が必要であることを力説

したが、暫定的解決策の可能性も提起した。 
3. 全体として本プロジェクトで達成された肯定的な前進を重ねて強調しながらも、本プロ

ジェクトのいくつかの側面は当初のスケジュールから遅れていることを認めた。その原
因は多岐にわたるが、基本的には寄付金の不足である。 

 



スイス、ジュネーブ 
2013 年 6 月 24～25 日 会議報告書草案 ICTM ステークホルダー会議  

 

 

Page | 9  

資料 2 

論点 4：ICTM 処置法モジュール 

WHO は、ICTM プロジェクトにおける処置法モジュールの背景および現状について提示した。 
2011 年の着工の概要と内容モジュールの作成を行うこと、2011 年の作業開始、内容モジュ
ールの作成、続いて、2012 年における資金不足による以降の作業の一時中断、そして、医療
介入法国際分類（International Classifications of Healthcare Interventions：ICHI）の拡張に関する
不確実さについて、概括した。ICHI 作成を再開させる最近の WHO FIC 決議により、TM 作成
再開のチャンスが訪れる可能性も出てきた 
 
また、WHO は、保険からの払い戻し目的での分類の使用を促進する際の ICHI の TM 部門の利
点、用語集との関連付けの必要性および処置法の包括的な必要性についても強調した。 
 
WHO は、ICHI 全体の現状を概説し、アメリカ医師協会（American Medical Association: AMA）
からの支持の可能性を強調し、その後、TM コンポーネントに対する支持の検討をステーク
ホルダーに要請した。 
 
このプレゼンテーションの内容は以下の通り。Peter de Smet 氏（TM Intervention TAG 議長）
は、処置法モジュール作成について考えられる 4 つの選択肢を中心に、ロードマップを説明
した。  
 
オーストラリア国立保健医療分類センター長Richard Madden氏による ICHI作業に関する最新
情報を紹介した。氏は、現時点で内容が定められていない TM オプションの存在を強調し、
ステークホルダーに現在の初期段階から TM セクションの作成をサポートするよう促した。 
 
ICTM の処置法モジュールに対する活動再開における多くの利点や再開を支持する論拠が概
説された。ICHI 作成は重要な初期段階にあり、TM 処置法セクションを組み入れることで、TM
と西洋医学の分類の統合がさらに促進され、後になって本プロセスに TM を組み入れる場合
に考えられる困難さが軽減する。また、処置法分類の作成は、TM への保険適用および診療
報酬支払いを裏付けるために最も重要であることも強調された。さらに、TM 処置法に関連
するデータおよび情報のデジタル化が承認されれば、その作成により品質、安全性および有
効性のモニタリングが促進される。   
 
TM 処置法モジュール作成に関する課題は、各国の分類との関連付けに関する要件および用
語と処置法間の関連付けである。しかし、その適用範囲については、既に完了した作業に基
づき、様々なレベルで、処置法作成の詳細が少し議論されたに過ぎない。 
 
WHO はステークホルダーに対して、ICTM の本側面にどの程度コミットメントしているか、
また、既に開始された作業を引き続き構築することに価値を認めているかを尋ねた。答えが
「はい」の場合、ステークホルダーはどの程度の処置法を ICHI に統合することを想定してい
るか、また、その作成の際は TM 用語に対する完全な関連付けも行うことを想定しているか？
についても尋ねた。さらに、TM 処置法の特異性の程度について、ステークホルダーの回答
を求めた。最後に、本作業の継続をサポートする資金提供の必要性を強調し、ステークホル
ダーの約束を求めた。 
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ステークホルダーからのフィードバック： 

 
オーストラリア 
 ICTM 用の処置法モジュール作成への支持を表明したが、現時点では、資金を提供で

きないとのことである。 
中国 
 身体部位、身体機能のどちらをより重要視すべきかという、伝統医学の処置法を対象

とした定義における混乱について強調した。 
 ICHI の伝統医学内容モデルにおける身体部位と身体機能を ICTM と関連付ける必要性

を強調した。 
 処置法は診断と関連付られている必要があるため、処置法に対する作業を開始する前

に第 23 章を完成させる必要があることを強調した。 
日本 
 処置法は、総じて本プロジェクト当初から計画の一部であり、その作成を必要不可欠

な成果物に含めるべきであると考えていることを強調した。 
 処置法モジュール作成をサポートするための今後の資金提供の可能性に関しては、保

留を表明した。 
韓国 
 韓国は処置法の分類を既に持っており、伝統医学コンポーネントは伝統医学全体の認

識を高めるのに極めて有用であると考えると述べた。  
 サポートの要請に対して回答するため、ICHI α バージョンのさらなる評価を提起した。 
 中国の処置法のレビューが有用であることを示唆した。 
 より多くの資金が使用できれば、以降のバージョンの基礎となる処置法の基本バージ

ョンの作成を開始すると提起した。 
米国 
 中国国家衛生研究院（National Health Research Institute）がカナダの分類を基礎として

使用し、伝統医学の処置法に含めていることを WHO が確認しているが、中国におけ
る伝統医療の処置法の現状について質問した。 

 生薬の内容モデルと ICHI を関連付ける必要性を強調した。 
 米国では医療提供者による処置法の規約が文書で作成されていることを確認し、現行

のステークホルダーがコンテンツを提供しなければ、他の、おそらく知識がより乏し
い他のグループがコンテンツを提供するであろうと重ねて強調した。  

 ICTM プロジェクトのこの側面や他の側面を防ぐため、全ステークホルダーがサポー
トすることを奨励し、世界中の誰もが医療を受けられるための一歩として、それが世
界全体のニーズであることを強調した。 

 
 
WHO の回答： 
1. ステークホルダーは、ICHI の α バージョンを詳細レビューすることができる。 
2. Richard Madden 氏（オーストラリア）は、ICHI の内容モデルにおける身体部位と身体機

能の側面は、1 つの疾患また病態全体を詳説していないため、ICD で定義されている診断
名に対応してないことを確認した。また、氏は現行内容モデルの柔軟な性質を強調した。 

3. WHO は、処置法プロジェクトの中止前にマニラで完了した作業が、本プロジェクトの積
極的継続に寄与することを確認した。 
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論点 5：ICTM の拡張－TM モジュール 

WHO は、ICTM の拡張策定計画の現状を概括するプレゼンテーションを行った。その内容は、
WHO SEARO（南東アジア地域事務局）/ インド政府 AYUSH（アーユルヴェーダ、ヨガ及び自
然療法、ユナニ、シッダ及びホメオパシー局）からのインド伝統医学の分類作成可能性の評
価要請の紹介であり、最初にアーユルヴェーダ医学に重点を置き、地域の主要ステークホル
ダーを特定した。 
 
インド医学の ICTM モジュール作成の可能性に関する項目は、該当のステークホルダーから
の本モジュールに対する資源面での同等のコミットメントの確保や、スリランカやネパール
など多数の国からなるステークホルダー候補の評価である。ICTM 作成の本側面を採用するた
めに必要な活動がさらに提示され、その内容は、該当するステークホルダーの要件およびコ
ミットメントの探求、実現可能性調査の実施、および WHO FIC（国際分類ファミリー）およ
び ICTM の要件に適合したプロジェクト計画の保証であった。 
 
ステークホルダーからのフィードバック： 

オーストラリア 
 本モジュールの重要性を重ねて強調した。  
 本モジュールへの支持を表明し、拡張部分の作成は現行プログラムに準拠し、相互に

利益をもたらすものであるべきだと主張した。 
中国 
 他の TM モジュールを拡張部分として ICTM に組み入れることについて、概ね支持を

表明し、アーユルヴェーダ医学の整備度を評価するため専門家を派遣するという提案
を支持した。 

 多種類の医療法を所管する政府機関としての AYUSH と特にアーユルヴェーダ医学を
扱う AYUSH との違いを強調した。 

 分類を必要とするには、1 つに類別された医療法が広範かつ複数の大陸で実践されて
いなければならならいという要件を強調した。 

 全般的な方向性は支持しつつも、現段階でステークホルダーが拡張部分の作成を検討
または支持する位置にはないという懸念を表明した。 

 モジュール 1 ICTM の資金を拡張部分の作成に使用してはならないことを確認した。 
日本 
 本領域における初期評価に対する支持を表明し、実施可能性に関する決定はすべて、

WHO 事務局が行うべきであることを確認した。  
韓国 
 生物医学とともに多種類の医療法の分類を含めるという WHO の方向性への支持を表

明した。  
 ICTM プロジェクトで学んだ教訓を共有することの重要性と技術チーム編成への支援

を表明した。 
米国 
 その医療法が多くの国で実施されていることが立証できる場合は、多数の拡張部分に

含めるのが ICTM プロジェクトの長期的かつ最も重要な目的であることを強調した。 
 

WHO の回答： 
 この拡張部分作成の可能性を評価するため、SEARO、AYUSH、および他の該当するス

テークホルダーと面会する評価ミッションを提案した。 
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4. 伝統・補完医療部門（Traditional	and	Complementary	Medicine	
）Unit:	TRM および西太平洋地域事務局（  Regional 
）の戦略 

 

WHO 本部が、伝統・補完・代替医学に関する今後 10 年間の WHO 本部グローバル戦略を提
示し、この 4 年間の戦略策定上の進捗を概説した。続いて、WHO WPRO が西部太平洋地域の
戦略を提示した。 
 
ステークホルダーからのフィードバック： 

オーストラリア 
 分類の作成、特に ICD-11 との関連で加盟国にとって利用価値のあるものにするには、

本戦略を裏付けるデータが非常に重要であると主張した。オーストラリアは、ICTM
を裏付けられるだけの標準化、集中化プログラムが WHO 内部に存在するのか質問し
た。 

 
WHO の回答： 

 WHO は、臨床データが WHO にとって非常に重要であることを確認し、業務および製
作物に関する TRM の今後の重点を概説した。 
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5. 資金調達に関する議論 
WHO は、TRM 部門および CTS（Classifications, Terminology and Standards: 分類・用語・標準）
部門における 2010～2013 年の ICTM プロジェクト収入および経費を概説した 2 通の文書を提
示した（付属文書 6 および 7 参照）。 
 
WHO は、資金が 2013 年 12 月になくなるため、本プロジェクト全体を継続するには 2014 年
および 2015 年用の追加資金が必要であることを確認した。 
 
ステークホルダーからのフィードバック： 

中国 
 WHO のステークホルダーへの要求、特に論点 1. に関するものを概説した明確なロー

ドマップを要請した。 
 明確な目標を推進するため、より小規模なワーキンググループ会議を複数設立するこ

とを提案した。 
日本 
 現在までの総資金提供額 360 万ドルは、以下 2 つの理由から実際の資金提供額を正確

に表していないことに懸念を表明した：1) 日本円からの換金率、2）米国の寄付額。 
 実際の資金調達額に基づけば、提案されたプロジェクト（Q2～4）の一部は、その資

金額で足るはずであることを示唆した。  
 2015 年 WHA での ICD への組み入れを視野に入れた第 23 章完成計画の明確な概略を

要請した。例えば、本製作物の準備時間、レビュー、各国での普及や実施を含めると、
ICD への組み入れが遅れる可能性など、さまざまな事態を想定した明確なスケジュー
ルを要請した。 

 WHO 総会への ICD-11 の提出およびレビューの前にステークホルダー間のコンセンサ
スを形成する必要性を強調した。 

韓国 
 この作業をサポートするため、韓国国内の専門家またはボランティやインターンの

WHO 本部への派遣など、マンパワーを割り当てる可能性を強調した。 
米国 
 ICTM プロジェクトの資金提供先が CTS と TRM の 2 口座に分かれているのは何故か質

問した。 
 細目予算は各国で回覧されるかどうか、また、それらが監査対象になっているのかど

うか尋ねた。 
 TRM の経費の詳細に関する疑問を呈し、具体的には、ICTM の基金の TRM 職員の給与

への使用状況に関する情報を要請した。 
 資金提供の割り振りおよび成果物を明確に概説できるよう、さらなる透明性を提起し

た。 
 
WHO の回答： 
 
1. WHO は、本プロジェクトに関する WHO の予算には、米国、香港特別行政区（SAR）、中

華人民共和国からの現物出資は含まれていないことを確認した。 
2. WHO は、ICD 改訂の資金提供は、ICTM とは別に行われていること、すなわち、ICTM の

調達資金は ICD プロジェクトには使用されていないことを確認した。しかし、ICTM と ICD
が協力するため、ソフトウェア・プラットフォームに関するプロジェクトの中には、共
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同で実施、資金提供しているものがある。このような活動のさらなる説明について、ス
テークホルダーは自由に詳細を要求してもよい。 

3. WHO は、TRM を通して提供されている ICTM 全資金が ICTM プロジェクトに配分されて
いることを確認し、職員給与の経費については、一部の TRM コーディネーターの給与お
よび TRM 内部の技官の給与がその資金から支払われていると述べた。 

6. ロードマップ 
 

より詳細で明確な成果物の候補とそのスケジュールに関するステークホルダーの要請に応じ
て、WHO は、論点 1～4 に対する最低レベルおよび最適レべルのイニシアティブへのアプロ
ーチを概説するロードマップを提示した。ステークホルダーのコミットメントおよび資金提
供能力を、議論前および議論後に検討した。 

 

論点 1：ICD-11 第 23 章の完成 

A. 最小限のアプローチ： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM の章を ICD へ組み入れる：最小限のアプローチ 
 

1. 第 23 章の内容は現行のまま 

2. 国際的レビュー（最低 2 年間） 

a. 科学的コンテンツ 

b. 分類の要件 

c. 用語の要件 

3. 多国間共同実地試験（最低 2 年間） 

4. ユーザーガイド－第 II 巻 

5. 用語集－基本レベル 

6. 索引の作成 

7. 翻訳 

8. WHA での提出－プロモーション 

資金提供 

2013 年 追加資金提供なし 

2014 年 同レベルで継続（300K / 国） 

2015 年  同レベルで継続（300K / 国） 

- 23章の作成－2015年バージョン中
間製作物 

- 名称に対する合意 

- RSG での議論－是認 

- 加盟国の決定－支持 

- WHA での承認 

- 追加タスク 
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B. 最適なアプローチ：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本： ICD-11 各章の TAG はいつまで存在する予定か質問した。 

 
 
 

ステークホルダーからのフィードバック： 

 
中国   
 この作業は直ちに必要であると主張し、WHO によるユーザーガイド策定の可能性に

ついて質問した。 

 2015 年までの最小限のアプローチの 1 年目および 2 年目にどの作業が完了予定か明
確にするよう要請した。 

 最小限のアプローチ（項目 5）の一環としての用語集に関する作業に含まれるのは、
名称と定義のみであることを確認した。 

韓国  
 我々は、以前に合意したが完了していない作業に基づいて、2 つのアプローチを改訂

すると示唆した。 

 
WHOの回答： 

 ユーザーガイド第 II 巻の草稿が今年中に完成されることを確認した。 

TM の章を ICD へ組み入れる：最適なアプローチ 

1. 原版－各国版の関係の妥当性検証  

各国の分類を含める 

各国の分類の完成 

2. TM 用語集への結合 

意味の関連付けにより拡張された基本用語集  

3. モニタリングおよび評価への結合 

統計使用症例 

安全性および品質使用症例 

4. アップデートおよびメンテナンス手法 

専門知識提案レビューの提供  

5. アプリケーション、ツール、研修 

 

資金提供 

2013 年 追加実地試験のプロトコル 

2014 年 同レベルで継続（300K / 国） 

 Q2に基づく資金提供による拡
大版 ICTM 

 Q3に基づく資金提供による用
語の完全な統合 

2015 年  同レベルで継続（300K / 国） 

 アップデートおよびメンテナ
ンス  

- 2015 年以降の資金提供 

 アプリケーション 

- 研修ツール 

- コード化ツール（TBD） 
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論点 2：拡大版 ICTM の作成 

A. 最小限のアプローチ： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. 最適なアプローチ：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

拡大版 ICTM：最小限のアプローチ 

リスクの予防 

- 第 23 章の「基礎」である 

1. iCAT の TM の内容は、第 23 章には含めない 

a. ICD 第 23 章に含めない項目 

b. 各国の分類  

（一部または全体、意味の関連付け作業なし） 

2. ユーザーガイド 

3. 用語集 

4. 索引の作成 

5. TM 処置法の一覧 

6. 翻訳 

資金提供 

2013 年 追加資金提供なし 

2014 年 追加資金提供 

 (150K / 国) 

2015 年  追加資金提供 

 (150K / 国) 

2016 年  追加資金提供 

 (150K / 国) 

2017 年  追加資金提供 

 (150K / 国) 

 

拡大版 ICTM：最適なアプローチ 

 

1. 各国の分類を含む完全版 

- 原版－各国版の関係の妥当性検証あり 

- 意味の完全な関連付けあり 

2. TM 用語集への結合 

- 拡大用語集への結合（可能性） 

 

3. 各国でのモニタリングおよび評価 

- 統計使用症例 

- 安全性および品質使用症例 

資金提供 

2013 年 追加資金提供なし 

2014～17 年 追加資金提供  

 (150K / 国) 

 

2013～17 年 各国からの本作業（クラウドソ
ーシング）遂行の約束 

 

2013～17 年 使用症例用の追加プロトコル作
成。例）国内症例群用 
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ステークホルダーからのフィードバック： 

 

オーストラリア  

 症例群など、使用症例に対する追加プロトコルの作成を議論するときは、症例群を診
断と処置法の双方に使用する必要があることを理解するのが重要だと強調した。 

 また、拡大版索引の作成は、ユーザーにとって重要であると述べた。 

 

WHOの回答： 
 中国、日本、韓国は、自国の TM 分類を持っており、それらを拡大版 ICTM の基礎と

することも可能であろう。他方、拡大版 ICTM を独自に作成するとすれば、各ステー
クホルダーが受け持つ部分でより多くの労力が必要となり、時間も費用もより多くか
かるであろう。加えて、個別の関連付けの標準化が保証されない。 
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論点 3：ICTM 用語集の作成 

A. 最小限のアプローチ： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. 最適なアプローチ：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用語集の作成：最小限のアプローチ 

 

選択肢 1： 第 23 章の内容は現行のまま 

- 名称、定義 

- 意味の関連付けなし 

経費は残っていないが、2015 年以降に提供される可能性あり 

 

選択肢 2： 第 23 章の内容は現行のまま 

- 完全内容モデル 

- 意味の関連付けあり 

用語学者の 2 年間の雇用が必要 

 

資金提供 

 

2013 年 各国 15 万米ドル 

2014 年 同レベルで継続 

2015 年  同レベルで継続 

2016 年  同レベルで継続 

2017 年  同レベルで継続 

 

 

TM 用語集：最適なアプローチ 

 

 完全版 ICTM 

- 該当国の拡張部分のすべてがクロス 

リンク 

- 意味の関連付けに基づく処置法を記載 

 

 

 使用症例への関連付け： 

- 電子カルテ 

- 保健情報システム 

 

資金提供 

 

2013 年 各国 30 万米ドル 

2014 年 同レベルで継続 

2015 年  同レベルで継続 

2016 年  同レベルで継続 

2017 年  同レベルで継続 
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ステークホルダーからのフィードバック： 

 

中国  
 用語学者 1名が 2 年で完了できるという選択肢 2の予想は余りに楽観的だという懸念

を表明し、従って、小規模な実現可能性調査を実施した後、規模を拡大すべきである
と提案した。 

オーストラリア  
 選択肢 1 は受け入れられないし、完全には遠いかもしれないが、本作業を実行するに

は完全とは言えないものを支持せざるを得ないと我々は考えると、妥協の必要性を主
張した。 

日本 
 選択肢 2、特に、意味の関連付けを含めることは非常に困難に思えるという懸念を表

明した。 

 

WHOの回答： 
 2 年間で大規模な作業を完了しなければならないことを踏まえ、ステークホルダーに

選択肢 2 の規模縮小を望むかどうか確認するよう要請した。 

 提起された懸念に対して理解を示したが、ICTM を適用可能かつ使用可能なものにす
るためには本作業が必要かつ不可欠であることを確認した。  
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論点 4：ICTM 処置法モジュール 

A. 最小限のアプローチ： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. 最適なアプローチ：  

 

 

 

 

 

ICTM 処置法モジュール：  

最小限のアプローチ 

 

基本姿勢： 活動しない 

 

処置の簡易リスト 

a. ICHI を含めず 

b. ICHI を含める 

- 職員集団数 1、委託契約；  

- 2016 年までは年 3 回の会議 

 

資金提供 

 

2013 年 各国 15 万米ドル 

2014 年 同レベルで継続 

2015 年  同レベルで継続 

2016 年  同レベルで継続 

2017 年  同レベルで継続 

 

 

ICTM 処置法モジュール：  

最適なアプローチ 

 

 

内容モデルを含む処置法の完全リスト 

c. ICHI を含めず 

d. ICHI を含める 

- 職員集団数 2、委託契約；  

- 2016 年までは年 3 回の会議 

 

資金提供 

 

2013 年 各国 30 万米ドル 

2014 年 同レベルで継続 

2015 年  同レベルで継続 

2016 年  同レベルで継続 

2017 年  同レベルで継続 
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ステークホルダーからのフィードバック： 

 

オーストラリア：  
 ICHI 作成の観点から、何とかして ICHI に処置法を記載するよう強調した。目的を

さらに踏み込んだものにする場合は、現段階でのステークホルダーの関与が不可
欠である。  

中国  
 概ねの支持は表明したが、過去に開始したプロジェクトが資金不足で中止された

ことから、我々は実施可能性や既に達成された作業について慎重に評価すべきで
あると述べた。 

 現段階では処置法の分類を非常に簡潔なままにしておくという可能性を提起し
た。 

 ICHI にコミットする前に、ICHI の目的や内容モデルを明確にしておく必要性を主
張した。 

米国 
 本プロジェクトの全面的な支持を表明し、完全実施をしないという提案は検討す

べきでないと述べた。処置法の分類を完全実施しなかったり、手抜きをして実施
した場合は、我々は専門領域からの信頼を失うであろうと述べた。 

  オーストラリア 
 2015 年までに ICHI の最上部の構造を確立し、その後、作成をさらに進めていく

ことができると示唆した。現在、我々は基本レベルに取り組んでいるが、それは
中核的な分類として受け入れられており、今後、細部を作成していくと述べた。 

韓国 
 ステークホルダーにはどの程度のレベルが必要とされているかについて質問し

た。どれくらいの作業が既に完了し、今すぐにでも成し遂げる必要があるものは
何かを正確に知ることが重要であると述べた。 

日本 
 献金者や各国政府が本プロジェクトを支持するかどうかを決定するための情報

や詳細な資料が不足しているとの懸念を表明した。  

 
WHOの回答： 

 ICHI に関するステークホルダーから最終回答は、本会議では求めていない。しか
し、WHO は、本年 9 月 9 日までに、高いレベルでの理解を求める。 

 ICHI プロセスへの参加を決定するまでには約 4～6 ヵ月あり、どのアプローチが
最適かを検討する時間があることを各ステークホルダーに対して指摘した。 
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7.結論およびアクションアイテム  
 

WHO は 5 つの論点のそれぞれに対する各国の選択および合意について、以下のように強調し
た。 

Q.1 ICD-11 第 23 章完成：全ステークホルダー、特に、中国、日本および韓国からの全面
的支持を受けた。作業を継続すべきであり、プロジェクトの詳細なスケジュールが必要
だが、日本は今後、資金提供を行わないことを表明した。 

Q.2 拡大版 ICTM 作成：現時点では追求しない。 

Q.3 ICTM 用語集の作成：小規模実現可能性調査の実施を除き、現時点では追求しない。  

Q.4 ICTM 処置法モジュール：現時点では追求しない。 

Q.5 ICTM の拡張：現時点では優先事項ではない。  

 

ステークホルダーからのフィードバック： 

日本 
 本作業の支持、および、その ICD への組み入れへの理解を表明した。 
 CTS と TRM に与えられた予算の財政面の更なる詳細公表の必要性を表明した。 
 財務報告に詳細がまったく記載されていないこと、および、本プロジェクトが遅

れる要因を把握しなければ、日本は作業をこれ以上サポートするのは困難になる
との懸念を示した。 

 

WHO の回答： 

 基礎（拡大版 ICTM）の欠如により ICD への組み入れが困難になることへの懸念を
表明した。 

 ステークホルダー国の国民の 30%が治療を受けているが、我々は現在、TM 処置
法をモニタリングしていないことを強調した。本作業は、安全性、品質および医
療費に関して極めて重要である。 

 より適切な説明責任の必要性を認める一方で、ステークホルダーの効果的なサポ
ートとコンセンサス形成、および WHO の締切期限に間に合わせることに関する
ステークホルダー間の意見の相違を強調した。 

 第 23 章の ICD への組み入れ達成の重要性を力説しつつ、組み入れの適用をサポー
トするためには他の側面での包括的作業が必要であることも強調した。 
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WHO 事務局： 

1. 論点 1：残っている作業タスク、資金調達の要件、および 2015 年までに完成させ
るためのスケジュールとそれ以降のメンテナンスを含めた、ICD-11 第 23 章完成
の詳細なロードマップを提供する。 

2. 論点 2～4：ステークホルダーの最終フィードバックに基づきアクションを取り、
当初のプロジェクト計画をアップデートする（すなわち、Q2～4 に関連した項目
の取り下げ）。  

3. 論点 5：   

a. アーユルヴェーダ医学ステークホルダーの実施可能性および整備度を評
価する専門家を特定する。 

b. 要件およびコミットメントを探索するため、SEARO および該当国と面会す
る。 

c. 詳細な現地評価を実施する。  

 

ステークホルダー： 

1. 論点 1：サポートを継続する。 

2. 論点 2～4：ロードマップに提示された選択肢を検討し、最小限および最適の選択
肢のそれぞれについて可能な貢献を決定する。各国で有権者と協議した後、2013
年 9 月 1 日までに最終決定を WHO に通知する。 

3. 論点 5：可能性がある現地評価について、PAG を支持する。 
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